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奈良市報告第８２号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　令和３年度奈良市一般会計補正予算（第１１号）

－1－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　令和３年１１月１０日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

１　令和３年度奈良市一般会計補正予算（第１１号）

－2－



令和３年度奈良市一般会計
補正予算（第１１号）

　令和３年度奈良市の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５７６，０８２千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４６，８０１，８７８千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

－3－



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

16．国 庫 支 出 金 33,417,024 576,082 33,993,106

２．国 庫 補 助 金 3,926,546 576,082 4,502,628

歳　　　入　　　合　　　計 146,225,796 576,082 146,801,878

千円 千円 千円

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

４．衛 生 費 14,423,309 576,082 14,999,391

１．保 健 衛 生 費 6,360,363 576,082 6,936,445

歳　　　出　　　合　　　計 146,225,796 576,082 146,801,878

千円 千円 千円

－4－
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奈良市報告第８３号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－9－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和３年１１月１０日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和３年６月２３日午後３時２０分頃、奈良市立鶴舞小学校において、草刈り作業の飛

び石により、体育館横に駐車していた相手方の軽自動車のドアガラスを損傷させた事故に

ついて、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　５４，３４０円

－10－



奈良市報告第８４号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－11－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和３年１１月１０日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和３年９月１０日午前９時頃、奈良市南京終町二丁目地内において発生した、本市の

公用車が相手方の軽自動車と接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額

を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　２１１，３３４円

－12－



奈良市報告第８５号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－13－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和３年１１月１０日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和３年１０月７日午後１０時頃、奈良市法華寺町地内において発生した、市道端の窪

みにより、走行していた相手方の普通自動車のタイヤ等が損傷した事故について、和解に

より次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　３２，９２９円

－14－



奈良市議案第１０３号

令和３年度奈良市一般会計
補正予算（第１２号）

　令和３年度奈良市の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９４０，４１７千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４７，７４２，２９５千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第�２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

　（地方債の補正）

第３条　地方債の変更は、「第３表　地方債補正」による。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

－15－



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

12．地 方 交 付 税 14,684,854 212,850 14,897,704

１．地 方 交 付 税 14,684,854 212,850 14,897,704

16．国 庫 支 出 金 33,993,106 249,837 34,242,943

１．国 庫 負 担 金 21,190,149 2,480 21,192,629

２．国 庫 補 助 金 4,502,628 17,226 4,519,854

４．国 庫 交 付 金 8,188,317 230,131 8,418,448

17．県 支 出 金 11,073,949 18,930 11,092,879

１．県 負 担 金 5,950,699 18,930 5,969,629

23．市 債 15,472,800 458,800 15,931,600

１．市 債 15,472,800 458,800 15,931,600

歳　　　入　　　合　　　計 146,801,878 940,417 147,742,295

千円 千円 千円

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

１．議 会 費 676,854 1,921 678,775

１．議 会 費 676,854 1,921 678,775

２．総 務 費 14,181,501 △ 249,406 13,932,095

１．総 務 管 理 費 9,509,525 △ 191,353 9,318,172

３．徴 税 費 1,158,783 △ 20,785 1,137,998

４．戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費 1,161,977 △ 35,750 1,126,227

千円 千円 千円

－16－



款 項 補正前の額 補　正　額 計

５．選 挙 費 603,845 1,079 604,924

６．統 計 調 査 費 34,732 △ 585 34,147

７．監 査 委 員 費 72,986 △ 2,012 70,974

３．民 生 費 65,787,088 120,212 65,907,300

１．社 会 福 祉 費 29,149,788 169,360 29,319,148

２．児 童 福 祉 費 23,336,229 △ 29,939 23,306,290

３．生 活 保 護 費 13,101,462 △ 14,931 13,086,531

４．国民年金事務費 199,609 △ 4,278 195,331

４．衛 生 費 14,999,391 283,495 15,282,886

１．保 健 衛 生 費 6,936,445 233,202 7,169,647

２．保 健 所 費 1,649,214 19,443 1,668,657

３．清 掃 費 5,869,944 30,850 5,900,794

６．農林水産業費 657,777 4,983 662,760

１．農 林 費 657,777 4,983 662,760

７．商 工 費 4,737,531 △ 1,905 4,735,626

１．商 工 費 4,737,531 △ 1,905 4,735,626

８．観 光 費 1,089,425 △ 39,996 1,049,429

１．観 光 費 1,089,425 △ 39,996 1,049,429

９．土 木 費 11,039,386 86,987 11,126,373

１．土 木 管 理 費 103,018 △ 1,789 101,229

２．道 路 橋 梁 費 3,381,151 △ 23,478 3,357,673

３．河 川 費 295,945 25,598 321,543

４．都 市 計 画 費 5,276,659 80,332 5,356,991

千円 千円 千円

－17－



款 項 補正前の額 補　正　額 計

６．住 宅 費 510,406 6,324 516,730

10．消 防 費 3,995,202 3,477 3,998,679

１．消 防 費 3,995,202 3,477 3,998,679

11．教 育 費 10,858,448 730,649 11,589,097

１．教 育 総 務 費 2,737,767 26,153 2,763,920

２．小 学 校 費 1,252,540 607,120 1,859,660

３．中 学 校 費 818,376 107,815 926,191

４．高 等 学 校 費 986,441 24,151 1,010,592

５．幼 稚 園 費 1,001,496 △ 28,881 972,615

７．保 健 体 育 費 2,649,410 △ 5,709 2,643,701

歳　　　出　　　合　　　計 146,801,878 940,417 147,742,295

千円 千円 千円

－18－



第２表　債務負担行為補正

　１．追加分

事　　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　　間 限 　　　　度　　　　 額

新型コロナウイルスワクチン接種業務経費 令和３年度から 
令和４年度まで 46,600 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 
夜 間 電 話 相 談 業 務 委 託

令和３年度から 
令和４年度まで 14,000 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 患 者 等 
受 診 調 整 業 務 委 託

令和３年度から 
令和４年度まで 22,000 

新型コロナウイルス感染症等情報把握 
・管理支援システムデータ入力業務委託

令和３年度から 
令和４年度まで 28,000 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 
発 生 動 向 調 査 等 業 務 委 託

令和３年度から 
令和４年度まで 185,000 

環境清美工場焼却炉補修用消耗品購入経費 令和３年度から 
令和４年度まで 24,000 

環 境 清 美 工 場 維 持 補 修 経 費 令和３年度から 
令和４年度まで 220,800 

道 路 橋 梁 維 持 補 修 経 費 令和３年度から 
令和４年度まで 65,000 

メ ガ ネ 橋 長 寿 命 化 修 繕 工 事 委 託 令和３年度から 
令和４年度まで 200,000 

学 校 給 食 調 理 業 務 委 託 令和３年度から 
令和４年度まで 44,000 

学 校 給 食 配 送 用 備 品 購 入 経 費 令和３年度から 
令和４年度まで 1,900 

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市 斎 苑 
旅 立 ち の 杜 の 管 理 に 要 す る 経 費

令和４年度から 
令和18年度まで

2 , 4 7 2 , 9 8 7千円に物価変動及
び 税 制 度 や 金 利 の 変 化 に
よ る 増 減 額 を 加 算 し た 額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 町 か ら く り 
お も ち ゃ 館 の 管 理 に 要 す る 経 費

令和４年度から 
令和８年度まで

協定に基づき決定した指定期
間中における管理に要する額

千円

第３表　地方債補正

　１．変更分

起　債　の　目　的
限　　　　　度　　　　　額

補　　正　　前 補　　正　　後

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 279,600 738,400

計 15,472,800 15,931,600 

千円 千円
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奈良市議案第１０４号

令和３年度奈良市国民健康保険
特別会計補正予算（第２号）

　令和３年度奈良市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，５７６，４２８千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６，６６４，４８３千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

－20－



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

１．国民健康保険料 6,879,971 △ 23,587 6,856,384

１．国民健康保険料 6,879,971 △ 23,587 6,856,384

３．県 支 出 金 25,464,340 1,566,454 27,030,794

１．県 補 助 金 25,464,340 1,566,454 27,030,794

５．繰 入 金 2,591,018 33,561 2,624,579

１．一般会計繰入金 2,474,733 28,547 2,503,280

２．基 金 繰 入 金 116,285 5,014 121,299

歳　　　入　　　合　　　計 35,088,055 1,576,428 36,664,483

千円 千円 千円

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

１．総 務 費 396,589 8,900 405,489

１．総 務 管 理 費 310,987 8,900 319,887

３．事業費納付金 8,995,000 1,562,514 10,557,514

１．医 療 給 付 費 
事業費納付金 6,070,000 996,096 7,066,096

２．後期高齢者支援金 
事業費納付金 2,160,000 417,000 2,577,000

３．介 護 納 付 金 
事業費納付金 765,000 149,418 914,418

７．諸 支 出 金 160,703 5,014 165,717

１．還 付 及 び 
還 付 加 算 金 159,703 5,014 164,717

歳　　　出　　　合　　　計 35,088,055 1,576,428 36,664,483

千円 千円 千円
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第２表　債務負担行為補正

　１．追加分

事　　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　　間 限 　　　　度　　　　 額

国 保 年 金 シ ス テ ム 改 修 経 費 令和３年度から 
令和４年度まで 20,000 

千円

－22－
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5
6

給
料

△
4
3
,
4
5
4

職
員

給
与

費
等

保
育

所
費

△
9
8
,
7
2
4

△
9
8
,
7
2
4

一
般

財
源

び
交

付
金

負
担

金
補

助
及

費
認

定
こ

ど
も

園
等

運
営

補
助

経
費

職
員

手
当

等
△

4
,
0
2
0

職
員

給
与

費
等

△
4
,
0
2
0

認
定

こ
ど

も
園

△
3
1

△
3
1

一
般

財
源

一
般

財
源

　
（

内
訳

）
　

　
国

庫
支

出
金

負
担

金
補

助
及

民
間

保
育

所
運

営
補

助
経

費
び

交
付

金
児

童
措

置
費

特
定

財
源

一
般

財
源

△
1
8
,
2
0
0

委
託

料

　
　

国
庫

支
出

金
共

済
費

　
（

内
訳

）
職

員
手

当
等

△
1
0
,
5
8
5

児
童

手
当

事
務

経
費

費
児

童
福

祉
事

務
経

費
給

料
△

9
,
7
1
2

職
員

給
与

費
等

△
2
0
,
8
7
2

児
童

福
祉

費

（
単

位
：

千
円

）

児
童

福
祉

総
務

△
1
3
,
8
0
0

特
定

財
源

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源
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訳

第
３

款
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費

第
２

項
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補
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前
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旅
費

職
員

手
当

等

学
童

保
育

費
一

般
財

源

第
3
款

民
生

費

△
3
6
,
1
6
2

一
般

財
源

計
△

2
9
,
9
3
9

特
定

財
源
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単
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：

千
円

）
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酬

学
童
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経
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第
３

款
民

生
費

第
２
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児

童
福

祉
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補
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補
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前

の
額

補
正

額
計
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第
3
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△
1
4
,
9
3
1

一
般

財
源

計
△

1
4
,
9
3
1

特
定

財
源

職
員

手
当

等
△

4
,
6
3
4

給
料

△
1
0
,
2
9
7

職
員

給
与

費
等

費

生
活

保
護

費

（
単

位
：

千
円

）

生
活

保
護

総
務

△
1
4
,
9
3
1

△
1
4
,
9
3
1

一
般

財
源

説
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区
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金
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第
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△
4
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2
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一
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財
源

計
△

4
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2
7
8
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定

財
源

職
員

手
当

等
△

7
7
8

給
料

△
3
,
5
0
0

職
員

給
与
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等
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扱
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金

事
務

費

（
単
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：

千
円
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4
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2
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8
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源
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内
訳
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国

庫
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委
託

料
健

康
診

査
経

費
成

人
保

健
費

特
定

財
源

休
日

歯
科

応
急

診
療

所
運

営
管

理
経

費

休
日

夜
間

応
急

診
療
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運

営
管

理
経

費
興

東
診
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営
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経
費

月
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費
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済
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等

職
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手
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葬
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共
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源
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済

費

職
員
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手
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△
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款
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林

水
産
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一
般

財
源

計
特

定
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源

共
済

費

職
員

手
当

等

給
料

職
員

給
与

費
等

事
業

費
土

地
基

盤
整

備
一

般
財

源

職
員

手
当
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△

1
,
3
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0

職
員

給
与

費
等

農
業

総
務

費
△

1
,
3
3
0

△
1
,
3
3
0

一
般

財
源

職
員
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第
7
款

商
工

費

特
定

財
源

△
1
,
9
0
5

一
般

財
源

計
△

1
,
9
0
5

共
済

費
△

9
8
4

職
員

手
当

等
△
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2
1

職
員

給
与

費
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商
工

費
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単
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千
円

）
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工

総
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費
△

1
,
9
0
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△
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△
3
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9
9
6

一
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源

計
△

3
9
,
9
9
6

特
定

財
源

共
済

費
△

8
,
1
1
2

△
1
5
,
4
8
9

職
員

給
与
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等

職
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手
当
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6
,
3
9
5
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単
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千
円
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光

総
務

費
△

3
9
,
9
9
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△
3
9
,
9
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1
,
7
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9

職
員

手
当
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△
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給
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,
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6

職
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等

給
料

職
員

給
与

費
等

消
防

費

（
単

位
：

千
円

）

消
防

施
設

費
一

般
財

源

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

第
１

０
款

消
防

費
第

１
項

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

－55－



第
1
1
款

教
育

費

一
般

財
源

計
特

定
財

源

積
立

金

需
用

費
教

育
情

報
化

推
進

経
費

教
育

振
興

基
金

経
費

教
育

振
興

費
一

般
財

源

負
担

金
補

助
及

び
交

付
金

共
済

費
△

7
7
2

職
員

手
当

等
職

員
給

与
費

等

教
育

総
務

費

（
単

位
：

千
円

）

教
育

委
員

会
費

一
般

財
源

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

第
１

１
款

教
育

費
第

１
項

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

－56－



第
1
1
款

教
育

費

一
般

財
源

計
特

定
財

源

一
般

財
源

　
　

市
債

工
事

請
負

費

共
済

費

　
（

内
訳

）
職

員
手

当
等

　
　

国
庫

支
出

金

備
事

業
費

小
学

校
施

設
整

備
事

業
給

料
職

員
給

与
費

等
小

学
校

施
設

整
特

定
財

源

共
済

費

職
員

手
当

等

給
料

職
員

給
与

費
等

小
学

校
費

（
単

位
：

千
円

）

小
学

校
管

理
費

一
般

財
源

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

第
１

１
款

教
育

費
第

２
項

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

－57－



第
1
1
款

教
育

費

△
1
,
5
4
1

一
般

財
源

計
特

定
財

源

一
般

財
源

　
　

市
債

工
事

請
負

費

　
（

内
訳

）
職

員
手

当
等

　
　

国
庫

支
出

金

備
事

業
費

中
学

校
施

設
整

備
事

業
給

料
職

員
給

与
費

等
中

学
校

施
設

整
特

定
財

源

職
員

手
当

等
△

1
,
8
8
6

職
員

給
与

費
等

中
学

校
費

（
単

位
：

千
円

）

中
学

校
管

理
費

△
1
,
8
8
6

△
1
,
8
8
6

一
般

財
源

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

第
１

１
款

教
育

費
第

３
項

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

－58－



第
1
1
款

教
育

費

一
般

財
源

計
特

定
財

源

共
済

費

職
員

手
当

等

給
料

職
員

給
与

費
等

校
費

高
等

学
校

費

（
単

位
：

千
円

）

全
日

制
高

等
学

一
般

財
源

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

第
１

１
款

教
育

費
第

４
項

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

－59－



第
1
1
款

教
育

費

△
2
8
,
8
8
1

一
般

財
源

計
△

2
8
,
8
8
1

特
定

財
源

共
済

費
△

5
,
1
5
1

職
員

手
当

等
△

1
3
,
7
3
0

給
料

△
1
0
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

幼
稚

園
費

（
単

位
：

千
円

）

幼
稚

園
費

△
2
8
,
8
8
1

△
2
8
,
8
8
1

一
般

財
源

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

第
１

１
款

教
育

費
第

５
項

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節
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第
1
1
款

教
育

費

△
5
,
7
0
9

一
般

財
源

計
△

5
,
7
0
9

特
定

財
源

共
済

費
△

2
8
4

職
員

手
当

等
△

1
,
9
2
5

給
料

△
3
,
5
0
0

職
員

給
与

費
等

保
健

体
育

費

（
単

位
：

千
円

）

学
校

給
食

費
△

5
,
7
0
9

△
5
,
7
0
9

一
般

財
源

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

第
１

１
款

教
育

費
第

７
項

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

－61－



１
.会

計
年

度
任

用
職

員

（
1
）
総

 括
（
単

位
　

千
円

）

比
　

較

内
訳

補
正

前

職
員

手
当

の
補

正
後

　
〔
　

〕
内

は
、

会
計

年
度

任
用

の
職

を
占

め
る

職
員

で
あ

つ
て

、
そ

の
一

週
間

当
た

り
の

通
常

の
勤

務
時

間
が

常
時

勤
務

を
要

す
る

職
を

占
め

る
職

員
の

一
週

間
当

た
り

の
通

常
の

勤
務

時
間

に
比

し
短

い
職

員
の

外
数

区
　

分
通

勤
手

当
超

過
勤

務
手

当
特

殊
勤

務
手

当
期

末
手

当

比
　

較
〔
2
6
〕

補
正

前
2
1
7
〔
2
,6

5
0
〕

計

補
正

後
2
1
7
〔
2
,6

7
6
〕

４
．

　
給

　
与

　
費

　
明

　
細

　
書

区
　

分
職

員
数

（
人

）

給
　

　
　

　
　

　
　

　
与

　
　

　
　

　
　

　
　

費

共
 済

 費
合

　
　

計
備

　
　

考
報

　
酬

給
　

　
料

職
 員

 手
 当

－62－



（
2
）
報

酬
、

給
料

及
び

職
員

手
当

の
増

減
額

の
明

細
（
単

位
　

千
円

）

区
  

  
分

増
  

減
  

額
増

  
減

  
事

  
由

  
別

  
内

  
訳

説
　

  
　

明
備

　
  

　
考

報
酬

給
与

改
定

に
伴

う
増

減
分

そ
の

他
の

増
減

分

職
員

手
当

給
与

改
定

に
伴

う
増

減
分

そ
の

他
の

増
減

分

－63－



（
２

）
　

債
務

負
担

行
為

で
翌

年
度

以
降

に
わ

た
る

も
の

に
つ

い
て

の
前

年
度

末
ま

で
の

支
出

額
又

は
支

出
額

の
見

込
み

 及
び

当
該

年
度

以
降

の
支

出
予

定
額

等
に

関
す

る
調

書

（
 １

．
 追

　
加

　
分

 ）
（
単

位
　

千
円

）

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

前
年

度
末

ま
で

の
支

出
（

見
込

）
額

当
該

年
度

以
降

の
支

出
予

定
額

左
の

財
源

内
訳

事
項

限
度

額
特

定
財

源
一

般
財

源
期

間
金

額
期

間
金

額
国

県
支

出
金

地
方

債
そ

の
他

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
ワ

ク
チ

ン
接

種
業

務
経

費

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

夜
間

電
話

相
談

業
務

委
託

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

患
者

等
受

診
調

整
業

務
委

託

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

等
情

報
把

握
・
管

理
支

援
シ

ス
テ

ム
デ

ー
タ

入
力

業
務

委
託

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

新
型

コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
感

染
症

発
生

動
向

調
査

等
業

務
委

託

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度

環
境

清
美

工
場

焼
却

炉
補

修
用

消
耗

品
購

入
経

費

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度

環
境

清
美

工
場

維
持

補
修

経
費

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度

道
路

橋
梁

維
持

補
修

経
費

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度

メ
ガ

ネ
橋

長
寿

命
化

修
繕

工
事

委
託

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度

学
校

給
食

調
理

業
務

委
託

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度
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か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

新
型

コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
感

染
症

発
生

動
向

調
査

等
業

務
委

託

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度

環
境

清
美

工
場

焼
却

炉
補

修
用

消
耗

品
購

入
経

費

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度

環
境

清
美

工
場

維
持

補
修

経
費

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度

道
路

橋
梁

維
持

補
修

経
費

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度

メ
ガ

ネ
橋

長
寿

命
化

修
繕

工
事

委
託

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度

学
校

給
食

調
理

業
務

委
託

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度

－65－



か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

前
年

度
末

ま
で
の

支
出

（
見

込
）
額

当
該

年
度

以
降

の
支

出
予

定
額

左
の

財
源

内
訳

事
項

限
度

額
特

定
財

源
一

般
財

源
期

間
金

額
期

間
金

額
国

県
支

出
金

地
方

債
そ

の
他

学
校

給
食

配
送

用
備

品
購

入
経

費

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度

2
,
4
7
2
,
9
8
7
千

円
に

物
価

変
動

及
び

税
制

度
や

金
利

の
変

化
に

よ
る

増
減

額
を

加
算

し
た

額

2
,
4
7
2
,
9
8
7
千

円
に

物
価

変
動

及
び

税
制

度
や

金
利

の
変

化
に

よ
る

増
減

額
を

加
算

し
た

額

2
,
0
6
5
,
5
0
3
千

円
に

物
価

変
動

及
び

税
制

度
や

金
利

の
変

化
に

よ
る

増
減

額
を

加
算

し
た

額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
斎

苑
旅

立
ち

の
杜

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

４
年

度

令
和

年
度

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

町
か

ら
く

り
お

も
ち

ゃ
館

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

４
年

度
限

度
額

に
同
じ

令
和

８
年

度

（
３

）
 地

方
債

の
前

前
年

度
末

に
お

け
る

現
在

高
並

び
に

前
年

度
末

及
び

当
該

年
度

末
に

お
け

る
現

在
高

の
見

込
み

に
関

す
る

調
書

（
　

単
位

　
千

円
　

）

当
該

年
度

中
増

減
見

込
み

当
該

年
度

中
起

債
見

込
額

合
計

区
分

（
２

）
教

育

１
．

普
通

債

当
該

年
度

中
起

債
見

込
額

当
該

年
度

中
増

減
見

込
み

 当
該

年
度

末
現

在
高

見
込

額
 当

該
年

度
末

現
在

高
見

込
額

補
　

　
　

　
　

　
　

　
正

　
　

　
　

　
　

　
　

前
補

　
　

　
　

　
　

　
　

正
　

　
　

　
　

　
　

　
後
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（
３

）
 地

方
債

の
前

前
年

度
末

に
お

け
る

現
在

高
並

び
に

前
年

度
末

及
び

当
該

年
度

末
に

お
け

る
現

在
高

の
見

込
み

に
関

す
る

調
書

（
　

単
位

　
千

円
　

）

当
該

年
度

中
増

減
見

込
み

当
該

年
度

中
起

債
見

込
額

合
計

区
分

（
２

）
教

育

１
．

普
通

債

当
該

年
度

中
起

債
見

込
額

当
該

年
度

中
増

減
見

込
み

 当
該

年
度

末
現

在
高

見
込

額
 当

該
年

度
末

現
在

高
見

込
額

補
　

　
　

　
　

　
　

　
正

　
　

　
　

　
　

　
　

前
補

　
　

　
　

　
　

　
　

正
　

　
　

　
　

　
　

　
後
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△
2
3
,
5
8
7

2
.
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
(
1
)
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
歳

入
歳

出
補

正
予

算
事

項
別

明
細

書
（

第
２

号
）

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

１
．

総
括

（
単

位
：

千
円

）
（

　
歳

　
入

　
）

国
民

健
康

保
険

料

県
支

出
金

繰
入

金

歳
　

　
入

　
　

合
　

　
計
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△
2
3
,
5
8
7

2
.
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
(
1
)
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
歳

入
歳

出
補

正
予

算
事

項
別

明
細

書
（

第
２

号
）

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

１
．

総
括

（
単

位
：

千
円

）
（

　
歳

　
入

　
）

国
民

健
康

保
険

料

県
支

出
金

繰
入

金

歳
　

　
入

　
　

合
　

　
計

（
　
歳
　
出
　
）

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

総
務

費
－

事
業

費
納

付
金

諸
支

出
金

国
民

健
康

保
険

料
△

2
3
,
5
8
7

繰
入

金
一

般
財

源
内

訳

計

補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

一
　
般
　
財
　
源

歳
　
　
出
　
　
合
　
　
計

款
補
正
前
の
額

（
　
歳
　
出
　
）

（
単
位
：
千
円
）

補
正
額
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国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

計
△

2
3
,
5
8
7

△
2
3
,
5
8
7

医
療

給
付

費
分

現
年

賦
課

分
康

保
険

料
現

年
賦

課
分

一
般

被
保

険
者

国
民

健
△

2
3
,
5
8
7

医
療

給
付

費
分

第
１

款
国

民
健

康
保

険
料

第
１

項
国

民
健

康
保

険
料

２
．

歳
入

（
単

位
：

千
円

）

目
補
正
前
の
額

補
正
額

計
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　
　
分

金
　
　
額

節
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国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

計

県
繰

入
金

分
特

別
交

付
金

保
険

調
整

交
付

金
分

特
別

交
付

金
特

別
交

付
金

保
険

給
付

費
等

交
付

金
保

険
給

付
費

等

第
３

款
県

支
出

金
第

１
項

県
補

助
金

（
単

位
：

千
円

）

目
補
正
前
の
額

補
正
額

計
節

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　
　
分

金
　
　
額
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国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

計

保
険

基
盤

安
定

繰
入

金
繰

入
金

一
般

会
計

繰
入

金
保

険
基

盤
安

定

第
５

款
繰

入
金

第
１

項
一

般
会

計
繰

入
金

（
単

位
：

千
円

）

目
補
正
前
の
額

補
正
額

計
節

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　
　
分

金
　
　
額

－72－



国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

計

繰
入

金

国
民

健
康

保
険

財
政

調
整

基
金

繰
入

金
財

政
調

整
基

金
基

金
繰

入
金

国
民

健
康

保
険

第
５

款
繰

入
金

第
２

項
基

金
繰

入
金

（
単

位
：

千
円

）

目
補
正
前
の
額

補
正
額

計
節

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　
　
分

金
　
　
額
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国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

一
般

財
源

計
特

定
財

源

　
（

内
訳

）
　

　
県

支
出

金

国
民

健
康

保
険

運
営

事
務

経
費

（
単

位
：

千
円

）

一
般

管
理

費
特

定
財

源
委

託
料

３
．

歳
 
出

第
１

款
総

務
費

第
１

項
総

務
管

理
費

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳
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国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

一
般

財
源

計
特

定
財

源

　
　

県
支

出
金

業
費

納
付

金
　

（
内

訳
）

一
般

被
保

険
者

医
療

給
付

費
事

業
費

納
付

金
経

費
医

療
給

付
費

事
び

交
付

金

（
単

位
：

千
円

）

一
般

被
保

険
者

特
定

財
源

負
担

金
補

助
及

第
３

款
事

業
費

納
付

金
第

１
項

医
療

給
付

費
事

業
費

納
付

金

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳
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国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

一
般

財
源

計
特

定
財

源

一
般

財
源

付
金

　
　

県
支

出
金

金
経

費
援

金
事

業
費

納
　

（
内

訳
）

一
般

被
保

険
者

後
期

高
齢

者
支

援
金

事
業

費
納

付
後

期
高

齢
者

支
び

交
付

金

（
単

位
：

千
円

）

一
般

被
保

険
者

特
定

財
源

負
担

金
補

助
及

第
３

款
事

業
費

納
付

金
第

２
項

後
期

高
齢

者
支

援
金

事
業

費
納

付
金

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳
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国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

特
定

財
源

一
般

財
源

計

　
　

県
支

出
金

　
（

内
訳

）

介
護

納
付

金
事

業
費

納
付

金
経

費
業

費
納

付
金

び
交

付
金

（
単

位
：

千
円

）

介
護

納
付

金
事

特
定

財
源

負
担

金
補

助
及

第
３

款
事

業
費

納
付

金
第

３
項

介
護

納
付

金
事

業
費

納
付

金

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳
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国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

一
般

財
源

計
特

定
財

源

償
還

金
利

子
及

国
民

健
康

保
険

償
還

金
び

割
引

料

還
付

及
び

還
付

加
算

金

（
単

位
：

千
円

）

償
還

金
一

般
財

源

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

第
７

款
諸

支
出

金
第

１
項

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

(2
)　
債

務
負

担
行

為
で
翌

年
度

以
降
に
わ
た
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
年
度
末
ま
で
の
支
出

額
又

は
支

出
額

の
見

込
み

及
び

当
該

年
度

以
降

の
支
出
予
定
額
等
に
関
す
る
調
書

（
 １
．

 追
　
加

　
分

 ）
（
単
位
　
千
円
）

か
ら

ま
で

左
の

財
源

内
訳

前
年

度
末

ま
で
の

支
出

（
見

込
）
額

当
該

年
度

以
降

の
支

出
予

定
額

事
  

  
  

  
  

  
  

  
項

限
度

額
特

定
財

源
一
般
財
源

期
　
間

金
　
額

期
　
間

金
　
額

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

国
保

年
金

シ
ス
テ
ム
改

修
経

費

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度
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(2
)　
債

務
負

担
行

為
で
翌

年
度

以
降
に
わ
た
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
年
度
末
ま
で
の
支
出

額
又

は
支

出
額

の
見

込
み

及
び

当
該

年
度

以
降

の
支
出
予
定
額
等
に
関
す
る
調
書

（
 １
．

 追
　
加

　
分

 ）
（
単
位
　
千
円
）

か
ら

ま
で

左
の

財
源

内
訳

前
年

度
末

ま
で
の

支
出

（
見

込
）
額

当
該

年
度

以
降

の
支

出
予

定
額

事
  

  
  

  
  

  
  

  
項

限
度

額
特

定
財

源
一
般
財
源

期
　
間

金
　
額

期
　
間

金
　
額

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

国
保

年
金

シ
ス
テ
ム
改

修
経

費

令
和

３
年

度

令
和

４
年

度
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奈良市議案第１０５号

奈良市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について

　奈良市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を次のように改正しようとする。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

　�（奈良市一般職の職員の給与に関する条例及び奈良市会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例の一部改正）

第�１条　次に掲げる条例の規定中「４，４００円」を「６，１００円」に、「６，６００

円」を「９，１５０円」に改める。

　⑴�　奈良市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年奈良市条例第２１号）第２１

条第１項

　⑵�　奈良市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年奈良市条例第

１６号）第２３条第１項

　（奈良市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

第�２条　奈良市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１８年奈良市条例第１７号）の一

部を次のように改正する。

　　第２条第２項に次の１号を加える。

　　⒃　児童相談所等業務手当

　�　第２２条を第２３条とし、第１９条から第２１条までを１条ずつ繰り下げ、第１８条

の次に次の１条を加える。

　　（児童相談所等業務手当）

　第�１９条　児童相談所等業務手当は、児童又はその関係者と対面して相談等を行う職員

（管理職手当の支給を受ける職員を除く。）のうち規則で定める職員に支給する。

　２　前項の手当の額は、日額１，０００円を超えない範囲内において規則で定める。

　　　附　則
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　（施行期日）

１　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２�　第１条の規定による改正後の奈良市一般職の職員の給与に関する条例第２１条第１項

の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の勤務に係る宿日直手

当について適用し、施行日前の勤務に係る宿日直手当については、なお従前の例によ

る。

３�　第１条の規定による改正後の奈良市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例第２３条第１項の規定は、施行日以後の勤務に係る報酬について適用し、施行日前の

勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

４�　第２条の規定による改正後の奈良市職員の特殊勤務手当に関する条例第２条第２項第

１６号及び第１９条の規定は、施行日以後の勤務に係る手当について適用し、施行日前

の勤務に係る手当については、なお従前の例による。

　（提案理由）

　子どもセンターの設置に伴い、児童相談所等の業務に従事する職員に係る宿日直手当の

上限額を引き上げるほか、児童相談所等業務手当を創設しようとするものである。
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奈良市議案第１０６号

奈良市手数料条例の一部改正について

　奈良市手数料条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市手数料条例の一部を改正する条例

　奈良市手数料条例（平成１２年奈良市条例第４号）の一部を次のように改正する。

　別表第７６の５項を次のように改める。

７６の

５

長期優良住宅

建築等計画認

定申請手数料

新築住宅に係る長

期優良住宅の普及

の促進に関する法

律（平成２０年法

律第８７号）第５

条第１項から第５

項までの規定に基

づく長期優良住宅

建築等計画の認定

の申請に対する審

査（次項に規定す

る審査を除く。）

床面積の合計

が１００平方

メートル以内

の場合

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

ア　イに係るもの以外の場合

５５，０００円

イ 　住宅の品質確保の促進等に

関する法律（平成１１年法律

第８１号）第６条の２第５項

の規定により長期優良住宅の

普及の促進に関する法律第６

条第１項第１号に掲げる基準

に適合するとみなされる計画

（以下この項及び第７６の７

項において「長期使用構造等

確認計画」という。）である

場合

１６，０００円

床面積の合計

が１００平方

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額
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メートルを超

え２００平方

メートル以内

の場合

ア　イに係るもの以外の場合

７１，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

１９，０００円

床面積の合計

が２００平方

メートルを超

え５００平方

メートル以内

の場合

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

ア　イに係るもの以外の場合

１１９，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

２７，０００円

床面積の合計

が５００平方

メートルを超

え１，０００

平方メートル

以内の場合

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

ア　イに係るもの以外の場合

１８５，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

４２，０００円

床面積の合計 

が１，０００

平方メートル 

を超え３，０ 

００平方メー

トル以内の場

合（一戸建て 

の住宅にあっ 

て は 、１，０ 

００平方メー 

トルを超える

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

ア　イに係るもの以外の場合

３５９，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

６７，０００円
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もの）　　　

床面積の合計 

が３，０００

平方メートル 

を超え５，０ 

００平方メー

トル以内の場 

合（一戸建て 

の住宅を除く 

。）　　　　

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

ア　イに係るもの以外の場合

６３６，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

１０５，０００円

床面積の合計 

が５，０００ 

平方メートル 

を超え１０， 

０００平方メ

ートル以内の 

場合（一戸建 

ての住宅を除 

く。）　　　

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

ア　イに係るもの以外の場合

１，０８８，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

１５９，０００円

床面積の合計 

が１０，００ 

０平方メート 

ルを超え２０ 

，０００平方 

メートル以内

の場合（一戸

建ての住宅を 

除く。）　　

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

ア　イに係るもの以外の場合

２，００６，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

２６７，０００円

床面積の合計 

が２０，００

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額
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０平方メート 

ルを超え３０ 

，０００平方

メートル以内 

の場合（一戸 

建ての住宅を

除く。）　　

ア　イに係るもの以外の場合

２，８６２，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

３３７，０００円

床面積の合計 

が３０，００ 

０平方メート 

ルを超える場

合（一戸建て

の住宅を除く 

。）　　　　

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

ア　イに係るもの以外の場合

３，５０５，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

３８２，０００円

既存住宅に係る長

期優良住宅の普及

の促進に関する法

律第５条第１項か

ら第５項までの規

定に基づく長期優

良住宅建築等計画

の認定の申請に対

する審査（次項に

規定する審査を除

く。）

床面積の合計 

が１００平方 

メートル以内

の場合

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

ア　イに係るもの以外の場合

７９，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

２３，０００円

床面積の合計 

が１００平方 

メートルを超 

え２００平方 

メートル以内

の場合

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

ア　イに係るもの以外の場合

１０３，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

２７，０００円

床面積の合計 

が２００平方

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

－85－



メートルを超 

え５００平方 

メートル以内

の場合

ア　イに係るもの以外の場合

１７４，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

３８，０００円

床面積の合計 

が５００平方

メートルを超 

え１，０００ 

平方メートル 

以内の場合　

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

ア　イに係るもの以外の場合

２７４，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

６１，０００円

床面積の合計 

が１，０００ 

平方メートル 

を超え３，０ 

００平方メー 

トル以内の場 

合（一戸建て 

の住宅にあっ 

て は 、１，０ 

００平方メー 

トルを超える 

もの）　　　

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

ア　イに係るもの以外の場合

５３４，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

９９，０００円

床面積の合計 

が３，０００ 

平方メートル 

を超え５，０ 

００平方メー 

トル以内の場

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

ア　イに係るもの以外の場合

９５０，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合
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合（一戸建て

の住宅を除く 

。）　　　　

１５６，０００円

床面積の合計 

が５，０００ 

平方メートル 

を超え１０， 

０００平方メ

ートル以内の

場合（一戸建

ての住宅を除

く。）　　　

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

ア　イに係るもの以外の場合

１，６２７，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

２３６，０００円

床面積の合計 

が１０，００ 

０平方メート 

ルを超え２０ 

，０００平方 

メートル以内 

の場合（一戸 

建ての住宅を 

除く。）　　

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

ア　イに係るもの以外の場合

３，００４，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

３９８，０００円

床面積の合計 

が２０，００ 

０平方メート 

ルを超え３０ 

，０００平方 

メートル以内 

の場合（一戸 

建ての住宅を 

除く。）　　

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

ア　イに係るもの以外の場合

４，２８９，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

５０３，０００円
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７６の

７

長期優良住宅 

建築等計画変 

更認定申請手 

数料　　　　

新築住宅に係る長

期優良住宅の普及

の促進に関する法

律第８条第２項に

おいて準用する同

法第５条第１項か

ら第５項までの規

定に基づく長期優

良住宅建築等計画

の変更の認定の申

請に対する審査（

次項に規定する審

査を除く。）　　

変更に係る床 

面積の合計が 

１００平方メ 

ートル以内の 

場合

１件につき８，０００円と次に

掲げる額を合算した額

ア 　長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第６条第１項第

１号に係る変更（以下この項

において「第１号変更」とい

う。）の場合（長期使用構造

等確認計画である場合を除く

。）

３９，０００円

イ 　長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第６条第１項第

２号、第５号又は第６号に係

る変更（以下この項において

「第２号等変更」という。）

の場合

６，０００円

ウ 　長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第６条第１項第

　別表第７６の６項中「第３項」を「第５項」に改め、「（共同住宅等の場合にあって

は、アに掲げる額とイに掲げる額を合算した額を申請に係る住戸数で除して得た金額とを

合算した額）」を削り、同表第７６の７項を次のように改める。

床面積の合計 

が３０，００ 

０平方メート

ルを超える場

合（一戸建て

の住宅を除く 

。）　　　　

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ１件につき次に定める額

ア　イに係るもの以外の場合

５，２５３，０００円

イ 　長期使用構造等確認計画で

ある場合

５７１，０００円
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　 ３号に係る変更（以下この項

において「第３号変更」とい

う。）の場合

２，０００円

変更に係る床

面積の合計が

１００平方メ

ートルを超え

２００平方メ

ートル以内の

場合

１件につき１０，０００円と次

に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使

用構造等確認計画である場合

を除く。）

５２，０００円

イ 　第２号等変更の場合

７，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る床

面積の合計が

２００平方メ

ートルを超え

５００平方メ

ートル以内の

場合

１件につき１４，０００円と次

に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使

用構造等確認計画である場合

を除く。）

９２，０００円

イ 　第２号等変更の場合

１０，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る床

面積の合計が

５００平方メ

ートルを超え 

１，０００平 

方メートル以

１件につき２４，０００円と次

に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使

用構造等確認計画である場合

を除く。）

１４３，０００円
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内の場合 イ 　第２号等変更の場合

１６，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る床 

面積の合計が 

１，０００平 

方メートルを 

超 え３，００ 

０平方メート

ル以内の場合

（一戸建ての

住宅の場合に

あっては、１ 

，０００平方 

メートルを超 

えるもの）　

１件につき３４，０００円と次

に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使

用構造等確認計画である場合

を除く。）

２９１，０００円

イ 　第２号等変更の場合

３１，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る床 

面積の合計が 

３，０００平 

方メートルを 

超 え５，００ 

０平方メート

ル以内の場合

（一戸建ての

住宅を除く。

）

１件につき６２，０００円と次

に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使

用構造等確認計画である場合

を除く。）

５３０，０００円

イ 　第２号等変更の場合

４２，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る床

面積の合計が 

５，０００平

１件につき１０５，０００円と

次に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使
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方メートルを 

超 え１０，０ 

００平方メー 

トル以内の場

合（一戸建て

の住宅を除く

。）　　　　

　 用構造等確認計画である場合

を除く。）

９２８，０００円

イ 　第２号等変更の場合

５２，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る床

面積の合計が 

１０，０００ 

平方メートル 

を超え２０， 

０００平方メ 

ートル以内の

場合（一戸建

ての住宅を除

く。）　　　

１件につき１７２，０００円と

次に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使

用構造等確認計画である場合

を除く。）

１，７３７，０００円

イ 　第２号等変更の場合

９４，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る床 

面積の合計が 

２０，０００ 

平方メートル 

を超え３０， 

０００平方メ 

ートル以内の 

場合（一戸建 

ての住宅を除 

く。）　　　

１件につき２１１，０００円と

次に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使

用構造等確認計画である場合

を除く。）

２，５２４，０００円

イ 　第２号等変更の場合

１２５，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る床 

面積の合計が 

３０，０００

１件につき２２５，０００円と

次に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使

－91－



平方メートル

を超える場合 

（一戸建ての 

住宅を除く。

）

　 用構造等確認計画である場合

を除く。）

３，１２１，０００円

イ 　第２号等変更の場合

１５７，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円

既存住宅に係る長

期優良住宅の普及

の促進に関する法

律第８条第２項に

おいて準用する同

法第５条第１項か

ら第５項までの規

定に基づく長期優

良住宅建築等計画

の変更の認定の申

請に対する審査（

次項に規定する審 

査を除く。）　　

変更に係る床

面積の合計が 

１００平方メ

ートル以内の

場合

１件につき１１，０００円と次

に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使

用構造等確認計画である場合

を除く。）

５６，０００円

イ 　第２号等変更の場合

９，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る床

面積の合計が 

１００平方メ

ートルを超え

２００平方メ

ートル以内の

場合

１件につき１４，０００円と次

に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使

用構造等確認計画である場合

を除く。）

７６，０００円

イ 　第２号等変更の場合

１１，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る床

面積の合計が

２００平方メ

１件につき２１，０００円と次

に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使
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ートルを超え 

５００平方メ 

ートル以内の 

場合　　　　

　 用構造等確認計画である場合

を除く。）

１３６，０００円

イ 　第２号等変更の場合

１６，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る床

面積の合計が 

５００平方メ

ートルを超え

１，０００平 

方メートル以 

内の場合

１件につき３５，０００円と次

に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使

用構造等確認計画である場合

を除く。）

２１３，０００円

イ 　第２号等変更の場合

２４，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る床

面積の合計が 

１，０００平

方メートルを 

超 え３，００ 

０平方メート

ル以内の場合

（一戸建ての

住宅の場合に 

あっては、１ 

，０００平方 

メートルを超 

えるもの）　

１件につき５０，０００円と次

に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使

用構造等確認計画である場合

を除く。）

４３５，０００円

イ 　第２号等変更の場合

４７，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円
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変更に係る床

面積の合計が 

３，０００平 

方メートルを 

超 え５，００ 

０平方メート 

ル以内の場合

（一戸建ての

住宅を除く。

）　

１件につき９２，０００円と次

に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使

用構造等確認計画である場合

を除く。）

７９３，０００円

イ 　第２号等変更の場合

６３，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る床

面積の合計が 

５，０００平

方メートルを 

超 え１０，０ 

００平方メー 

トル以内の場

合（一戸建て

の住宅を除く 

。）　　　　

１件につき１５７，０００円と

次に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使

用構造等確認計画である場合

を除く。）

１，３９０，０００円

イ 　第２号等変更の場合

７８，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る床

面積の合計が 

１０，０００ 

平方メートル 

を超え２０， 

０００平方メ

ートル以内の

場合（一戸建

ての住宅を除 

く。）　　　

１件につき２５７，０００円と

次に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使

用構造等確認計画である場合

を除く。）

２，６０４，０００円

イ 　第２号等変更の場合

１４１，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円
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変更に係る床

面積の合計が 

２０，０００ 

平方メートル 

を超え３０， 

０００平方メ 

ートル以内の

場合（一戸建

ての住宅を除 

く。）　　　

１件につき３１６，０００円と

次に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使

用構造等確認計画である場合

を除く。）

３，７８３，０００円

イ 　第２号等変更の場合

１８８，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円

変更に係る床

面積の合計が 

３０，０００ 

平方メートル 

を超える場合

（一戸建ての

住宅を除く。

）

１件につき３３６，０００円と

次に掲げる額を合算した額

ア 　第１号変更の場合（長期使

用構造等確認計画である場合

を除く。）

４，６７９，０００円

イ 　第２号等変更の場合

２３５，０００円

ウ　第３号変更の場合

２，０００円

　別表第７６の８項中「第３項」を「第５項」に改め、「（共同住宅等の場合にあっては

、アに掲げる額とイに掲げる額を合算した額を申請に係る住戸数で除して得た金額とを合

算した額）」を削り、同表第７６の９項中「第９条第１項」の次に「又は第３項」を加え

、同表第７６の１０項の次に次のように加える。

７６の

１０の

２

認定長期優良

住宅建築等計

画に基づく建

築に係る住宅

の容積率の特

長期優良住宅の普及の促進に関 

する法律第１８条第１項の規定 

に基づく住宅の容積率に関する 

特例の許可の申請に対する審査

１件につき

１６０，０００円
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例許可申請手

数料

　別表備考第７項中「当該増築等に係る建築物について」を削り、「と認める方法により

一次エネルギー消費量（基準省令第１条第１項第１号イの一次エネルギー消費量をいう。

以下同じ。）に係る計算を要しない既存部分がある」を「において当該増築等に係る建築

物のうち増築等を行わない部分について特別の算定方法によることが認められている」に

改め、同表備考第１３項及び第１４項中「当該増築等に係る建築物について」を削り、「

と認める方法により一次エネルギー消費量に係る計算を要しない既存部分がある」を「に

おいて当該増築等に係る建築物のうち増築等を行わない部分について特別の算定方法によ

ることが認められている」に改め、同表備考第１５項から第１７項までの規定中「（当該

建築物が共同住宅である場合において、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

第２条第１項第２号に規定するエネルギー消費性能の評価に際し共用部分の設計一次エネ

ルギー消費量を算定していないときは、当該共用部分の床面積を除いた床面積）（増築等

の場合であって、当該増築等に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号ただし書

に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によ

り一次エネルギー消費量に係る計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床

面積を除いた床面積）」を削る。

　　　附　則

　（施行期日）

１�　この条例は、令和４年２月２０日から施行する。ただし、別表第７６の１９項の次に

７６の

２０

要除却認定マ

ンションの建

替えに係る容

積率の特例許

可申請手数料

マンションの建替え等の円滑化 

に関する法律（平成１４年法律 

第７８号）第１０５条第１項の 

規定に基づく要除却認定マンシ 

ョンの建替えにより新たに建築 

されるマンションに係る容積率 

の特例の許可の申請に対する審 

査

１件につき

１６０，０００円

　別表第７６の１９項の次に次のように加える。
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次のように加える改正規定並びに同表備考第７項及び第１３項から第１７項までの改正

規定は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２�　この条例による改正後の奈良市手数料条例（以下「新条例」という。）別表第７６の

５項から第７６の９項まで及び第７６の１０の２項の規定は、令和４年２月２０日以後

の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前

の例による。

３�　住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律等の一部を改正する法律（令和３年法律第４８号）附則第２条第２項に規定する

長期優良住宅建築等計画に関する長期優良住宅建築等計画の変更（譲受人を決定した場�

合における変更を含む。）の認定の申請に係る手数料の額については、新条例別表第７�

６の５項から第７６の９項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

　（提案理由）

　長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、長期優良住宅建築等計画

認定申請手数料等の額を改定し、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築及び要除却認

定マンションの建替えに係る容積率の特例許可申請手数料を新設するほか、所要の改正を

行おうとするものである。
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奈良市議案第１０７号

奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部改正について

　奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように

改正しようとする。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　�奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例

　奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年奈良市

条例第３６号）の一部を次のように改正する。

　目次中「第５０条」の次に「・第５１条」を加える。

　第７条第１項本文中「第３号において」を「以下この条において」に改め、同項第３号

中「この号」の次に「及び第４項第１号」を加える。

　第５０条を第５１条とし、第６章中同条の前に次の１条を加える。

　（電磁的記録）

第�５０条　家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類するものの

うち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複

本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定

されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって

、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。
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　（提案理由）

　基準省令の一部改正に伴い、電磁的記録に係る規定を整備するほか、所要の改正を行お

うとするものである。
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奈良市議案第１０８号

奈良市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を
定める条例の全部改正について

　奈良市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の全部を次のように改正

しようとする。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

　奈良市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年奈良市条例

第５５号）の全部を改正する。

　（趣旨）

第�１条　この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

４５条第１項の規定に基づき、本市の区域内における児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準（以下「最低基準」という。）を定めるものとする。

　（定義）

第�２条　この条例で使用する用語の意義は、法及び児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準（昭和２３年厚生省令第６３号。以下「児童福祉施設基準」という。）において使

用する用語の例による。

　（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準）

第�３条　最低基準は、次条から第７条までに定めがあるもののほか、児童福祉施設基準（

第３２条第５号及び第６号、第３２条の２並びに附則第９４条から第９７条までを除く

。）の定めるところによる。

　（子どもの最善の利益の考慮）

第�４条　児童福祉施設は、奈良市子どもにやさしいまちづくり条例（平成２６年奈良市条

例第５１号）第２条第２号に規定する基本理念にのっとり、子どもの成長及び発達に応

じ、その思いや意見に耳を傾け、子どもの最善の利益を第一に考慮して、その運営を行
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わなければならない。

　（暴力団の排除）

第�５条　児童福祉施設は、その運営に当たっては、奈良市暴力団排除条例（平成２４年奈

良市条例第２４号）第２条第１号に規定する暴力団を利することとならないようにしな

ければならない。

　（食事の特例）

第�６条　児童福祉施設は、食事の提供に当たっては、県内で生産された農林水産物及びこ

れを原料として加工された食品を積極的に使用するよう努めるものとする。

　（保育所の設備の基準の特例）

第�７条　保育所の設備基準は、児童福祉施設基準第３２条（第５号及び第６号を除く。）

に定めるもののほか、次のとおりとする。

　⑴�　満２歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場（保育

所と同一敷地内に限る。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

次号において同じ。）、調理室及び便所を設けること。

　⑵�　保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児１人につき１．９８平方メートル以上、屋

外遊戯場の面積は、前号の幼児１人につき３．３平方メートル以上であること。

　（委任）

第８条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則

　（施行期日）

第１条　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

　（児童福祉施設基準の規定の引用に関する経過措置）

第�２条　第３条の規定の適用に関する経過措置は、児童福祉施設基準附則及び児童福祉施

設基準を改正する省令（児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令（平成１０年厚生

省令第５１号）附則第２項及び同項を改正する省令を除く。）附則に規定する経過措置

の例による。

　（保育士の員数の算定に関する経過措置）

第�３条　第３条の規定によりその定めるところによるとされる児童福祉施設基準第３３条

第２項の規定による乳児４人以上を入所させる保育所に係る保育士の数の算定について

は、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師を、１人に限り、保育士とみな
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すことができる。

　�（奈良市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

）

第�４条　奈良市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年奈良市条例第３５号）の一部を次のように改正する。

　�　第７条第３項中「読み替えて準用する奈良市児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２４年奈良市条例第５５号。以下「児童福祉施設条例」という。

）第３３条第８号ア、イ及びカ」を「その定めるところによるとされる幼保連携型認定

こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平成２６年内閣府、文部科

学省、厚生労働省令第１号。以下「幼保連携型認定こども園基準」という。）第１３条

第１項において読み替えて準用される児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和

２３年厚生省令第６３号。以下「児童福祉施設基準」という。）第３２条第８号イ、ロ

及びヘ」に、「第１５条第１項において読み替えて準用する児童福祉施設条例第３３条

第８号」を「幼保連携型認定こども園基準第１３条第１項において読み替えて準用され

る児童福祉施設基準第３２条第８号」に改める。

　�　第１１条中「読み替えて準用する児童福祉施設条例第１４条第１項」を「その定める

ところによるとされる幼保連携型認定こども園基準第１３条第１項において読み替えて

準用される児童福祉施設基準第１１条第１項」に改める。

　　第１５条を次のように改める。

　　（設備運営基準）

　第�１５条　第２条から前条までに定めるもののほか、設備運営基準については、幼保連

携型認定こども園基準第１３条第１項（児童福祉施設基準第３２条の２（後段を除く

。）を準用する部分を除く。）及び第２項の定めるところによる。

　２�　奈良市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和３年奈良市条

例第　号）第４条から第６条までの規定は、幼保連携型認定こども園について準用す

る。

　�（奈良市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部

改正）

第 ５条　奈良市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例（平

成３１年奈良市条例第１４号）の一部を次のように改正する。
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　�　第９条第１項中「奈良市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２４年奈良市条例第５５号。以下「児童福祉施設条例」という。）第３６条」を「児

童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号。以下「児童福

祉施設基準」という。）第３５条」に改める。

　　第１３条を次のように改める。

　　（設備運営基準）

　第�１３条　第２条から前条までに定めるもののほか、設備運営基準については、幼保連

携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平成２６年内閣

府、文部科学省、厚生労働省令第１号）第１３条第１項（児童福祉施設基準第７条の

２、第９条の３、第１１条第１項、第３２条第８号、第３２条の２（後段を除く。）

及び第３６条を準用する部分を除く。）の定めるところによる。

　２�　奈良市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和３年奈良市条

例第　号）第４条から第６条までの規定は、幼保連携型認定こども園以外の認定こど

も園について準用する。

　（奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第�６条　奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

奈良市条例第３６号）の一部を次のように改正する。

　�　第２６条中「奈良市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２�

４年奈良市条例第５５号）第３６条」を「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（

昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条」に改める。

　（提案理由）

　児童相談所設置市となることに伴い、適用対象となる児童福祉施設を追加するほか、独

自基準の明確化の観点から、条例の構造を基準省令を引用する方式に改めようとするもの

である。
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奈良市議案第１０９号

奈良市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の
基準等に関する条例の制定について

　奈良市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例を次のように

制定しようとする。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

　（趣旨）

第�１条　この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

２４条の９第３項において準用する法第２１条の５の１５第３項第１号並びに法第２４

条の１２第１項及び第２項の規定に基づき、指定障害児入所施設等の人員、設備及び運

営の基準等について定めるものとする。

　（定義）

第�２条　この条例において使用する用語の意義は、法及び児童福祉法に基づく指定障害児

入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１６号。以

下「指定障害児入所施設等基準」という。）において使用する用語の例による。

　（指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等）

第�３条　指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等は、次条から第１２条まで

に定めるもののほか、指定障害児入所施設等基準の定めるところによる。

　（暴力団の排除）

第�４条　指定障害児入所施設等は、その運営に当たっては、奈良市暴力団排除条例（平成

２４年奈良市条例第２４号）第２条第１号に規定する暴力団を利することとならないよ

うにしなければならない。

　（申請者の要件）

第�５条　法第２４条の９第３項において準用する法第２１条の５の１５第３項第１号の条
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例で定める者は、法人とする。

　（管理者の特例）

第�６条　指定障害児入所施設等の管理者は、常勤とする。

　（居室等の安全性の確保）

第�７条　指定障害児入所施設等の配置、構造及び設備は、障害児の特性に応じて工夫され

、かつ、日照、採光、換気等の障害児の保健衛生及び防災その他の障害児の安全につい

て十分考慮されたものでなければならない。

　（食事の特例）

第�８条　指定障害児入所施設等は、食事の提供に当たっては、旬の食材や郷土食を取り入

れる等、障害児の食べる意欲の維持及び向上を考慮した献立の工夫に努めなければなら

ない。

　（勤務体制の確保等の特例）

第�９条　指定障害児入所施設等は、従業者に対し、その能力、資格、経験等に応じた処遇

を行うよう努めなければならない。

　（非常災害対策の特例）

第�１０条　指定障害児入所施設等は、非常災害時に必要な非常食、飲用水、日用品等の備

蓄に努めなければならない。

　（衛生管理等の特例）

第�１１条　指定障害児入所施設等は、感染症の発生及びまん延の防止に必要な衛生用品の

備蓄に努めなければならない。

　（報告）

第�１２条　指定障害児入所施設等は、サービスの向上に関する施策の推進を図るため市長

が別に定めるところによりそのサービスの状況、質の評価及び改善の取組等について報

告を求めたときは、協力しなければならない。

　（委任）

第�１３条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則

　（施行期日）

第１条　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

　（指定障害児入所施設等基準の規定の引用に関する経過措置）
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第�２条　第３条の規定の適用に関する経過措置は、指定障害児入所施設等基準附則及び指

定障害児入所施設等基準を改正する省令附則に規定する経過措置の例による。

　（提案理由）

　児童相談所設置市となることにより、指定障害児入所施設等に係る事務が県から移管さ

れることに伴い、その人員、設備及び運営に関する基準等を定めようとするものである。
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奈良市議案第１１０号

奈良市国民健康保険条例の一部改正について

　奈良市国民健康保険条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市国民健康保険条例の一部を改正する条例

　奈良市国民健康保険条例（昭和３４年奈良市条例第１３号）の一部を次のように改正す

る。

　第５条第１項中「４０万４千円」を「４０万８千円」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和４年１月１日から施行する。

　（経過措置）

２�　この条例による改正後の奈良市国民健康保険条例第５条第１項の規定は、この条例の

施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育

児一時金の額については、なお従前の例による。

　（提案理由）

　出産育児一時金の産科医療補償制度における掛金相当加算額が引き下げられるが、出産

費用が増加傾向にあることから、支給総額が現行と同額になるように基本額を引き上げよ

うとするものである。
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奈良市議案第１１１号

奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる 
特定非営利活動法人等を定める条例の一部改正について

　奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める

条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　�奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定

める条例の一部を改正する条例

　奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める

条例（平成２５年奈良市条例第５８号）の一部を次のように改正する。

　別表特定非営利活動法人チョウタリィの会の項を削る。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２�　令和３年９月３０日までにこの条例による改正前の奈良市個人市民税の控除対象とな

る寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例（以下「旧条例」という。）

別表特定非営利活動法人チョウタリィの会の項に掲げる法人に対して支出された寄附金

について奈良市税条例（昭和４６年奈良市条例第１２号）第２４条の２第１項第２号の

規定を適用する場合にあっては、旧条例別表の規定は、なおその効力を有する。

　（提案理由）

　条例別表に規定する特定非営利活動法人の構成の変更に伴い、所要の改正を行おうとす

るものである。
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奈良市議案第１１２号

奈良市地域ふれあい会館条例の一部改正について

　奈良市地域ふれあい会館条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市地域ふれあい会館条例の一部を改正する条例

　奈良市地域ふれあい会館条例（平成８年奈良市条例第１２号）の一部を次のように改正

する。

　第２条の表に次のように加える。

　

　別表奈良市佐保地域ふれあい会館の項の次に次のように加える。

　

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

奈良市伏見地域ふれあい会館 奈良市菅原東一丁目２１番２１号

奈良市明治地域ふれあい会館 奈良市北永井町５０８番地の２

奈良市伏見地域ふれあい会館 小会議室 １８０

中会議室 ５５０

大会議室 ９５０

奈良市明治地域ふれあい会館 和室１ １７０

和室２ １８０

会議室Ａ ６６０

会議室Ｂ ３９０
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　（奈良市公民館条例の一部改正）

２　奈良市公民館条例（昭和３９年奈良市条例第１３号）の一部を次のように改正する。

　　第２条第２項の表南部公民館明治分館の項を削る。

　（提案理由）

　伏見地域ふれあい会館を新設し、南部公民館明治分館を明治地域ふれあい会館に移行し

ようとするものである。

－110－



奈良市議案第１１３号

財産の取得について（追認）

　小学校運営管理事業として、次に掲げる物品を議会の議決を得ず取得したため、議会の

議決を求める。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１．物 品 の 表 示

　

２．契 約 金 額　　２１，２１０，５６２円

３．契 約 日　　平成２７年４月２日

４．契約の相手方　　奈良県北葛城郡広陵町馬見北三丁目２番３１号

　　　　　　　　　　奈良県教科書株式会社

　　　　　　　　　　　代表取締役社長　喜田　秀夫

名　称 種　　　　　類 数　　量

教科書 教師用教科書（小学校） １，９２８冊

指導書 教師用指導書（小学校） ２，１７０冊
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奈良市議案第１１４号

財産の取得について（追認）

　小学校運営管理事業として、次に掲げる物品を議会の議決を得ず取得したため、議会の

議決を求める。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１．物 品 の 表 示

　

２．契 約 金 額　　７４，５８４，５３５円

３．契 約 日　　令和２年４月１日

４．契約の相手方　　奈良県北葛城郡広陵町馬見北三丁目２番３１号

　　　　　　　　　　奈良県教科書株式会社

　　　　　　　　　　　代表取締役社長　喜田　秀夫

名　称 種　　　　　類 数　　量

教科書 教師用教科書（小学校） ４，８５１冊

指導書 教師用指導書（小学校） ６，０６９冊
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奈良市議案第１１５号

財産の取得について

　子どもセンター管理事業として、次に掲げる物品を取得するものとする。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１．物 品 の 表 示

　

２．契 約 金 額　　２４，７５０，０００円

３．契約の相手方　　奈良県磯城郡田原本町大字阪手６５８番地の１

　　　　　　　　　　株式会社カギオカ

　　　　　　　　　　　代表取締役社長　鍵岡　種彦

名　　　称 種　類　・　数　量

執務デスク等事務什器 別表のとおり
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物品種類 数量

執務デスク

1200×700×720 15

2400×1200×720 19

1200×1400×720 ４

1000×600×720 １

1200×600×720 １

1800×600×720 ２

回転事務椅子

680×565×950×420 １

680×565×890×420 ６

575×550×810 76

医療用椅子 500×420×390 １

収納庫（オープン） 900×450×1050 ３

収納庫（両開き）

900×450×2100 35

900×450×1050 ２

900×450×915 ７

収納庫（３枚引き違い）
900×450×1050 11

900×450×915 ５

収納庫（天板） 900×450×20 26

収納庫（ベース） 900×438×50 62

収納庫（浅型引き違い） 1500×400×880 ６

収納庫（浅型ベース） 1500×385×60 ３

会議用テーブル

1500×900×720 ７

1800×900×720 ３

2100×1000×720 ２

1200×900×720 １

1800×450×720 21

テーブル

2400×1050×720 １

1200×750×450 １

1800×900×720 １

1200×800×620 ２

ランチルーム用フラップテーブル 1800×800×700 ２

会議用椅子

510×560×790×440 47

555×510×785×430 24

475×550×815×445 80

チェアーポーター 605×965×1145 １

ランチルーム用チェアー 545×448×728×430 12

スツール（木脚） 410×410×360×360 20

スツール（スチール脚）
455×455×450 ５

405×405×455×455 14

物品種類 数量

更衣ロッカー（３人用） 900×515×1790 ３

更衣ロッカー（４人用） 900×515×1790 32

シューズロッカー

600×380×1137 ２

1200×380×1137 ３

1200×380×1650 １

中量ラック

1850×600×2130 ８

1800×600×2130 ４

900×600×2130 １

1550×600×2130 １

1550×870×2130 １

1200×870×2130 １

1250×870×1830 ２

ロビーチェア 1455×550×430×430 ６

ソファ
700×700×470×398 ４

1382×682×218 ２

ホワイトボード壁掛け
1805×88×905 11

1800×50×900 １

ホワイトボード回転式（両面） 1915×628×1800 ２

コピー黒板 1980×675×1850 ２

ホワイトボード回転式（片面） 1885×628×1800 １

スクリーンブース 2040×618×1350×460 ２

コートハンガー 860×515×1570 １

脱衣カゴ 520×325×645 １

診察台 1800×700×600 １

生徒用机 650×450×760 ８

生徒用椅子 375×360×793×460 ８

窓下書架 1800×355×800 １

テーブル（台形） 1165×520×640 ２

テーブル（長方形） 1200×720×310 １

セーバー
1840×940×2265 １

920×940×2265 ５

診察台用枕 310×110×75 １

ウォールブレース 110×60 26

トップブレース
2100×40×40 ４

50×490×40 ８

固定器具 110×135×55 51

別　表
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奈良市議案第１１６号

財産の処分について

　次に掲げる財産を処分するものとする。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　物 件 の 表 示

　⑴　土　地

　

　⑵　建　物

　

所　在　地 地　目 公簿面積（㎡）

奈良市針ヶ別所町１３５番 学校用地 １８，４８０

奈良市針ヶ別所町１３６番 畑 ２９１

奈良市針ヶ別所町２６３番１ 学校用地 １１１

奈良市針ヶ別所町２６３番２ 学校用地 ２２５

奈良市針ヶ別所町２６５番 雑種地 １２０

奈良市針ヶ別所町２６６番２ 公衆用道路 １０３

奈良市針ヶ別所町２６６番３ 雑種地 ６０

奈良市針ヶ別所町２７２番１ 公衆用道路 ８６

奈良市針ヶ別所町８２０番１ 学校用地 ３１８

合　　　　　　計 １９，７９４

施設名称 構　　　造 床面積（㎡）

校舎 鉄筋コンクリート造かわらぶき３階建 ２，７３６．３５

体育館 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 ７２４．１３

倉庫・便所 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 ８１．５１

機械室 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 ７６．７９
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　⑶　工作物　　　一式

　⑷　立　木　　　一式

２　譲 渡 価 格　　　１２７，６０５，０４５円

３　契約の相手方　　　奈良市杣ノ川町５０番地１

　　　　　　　　　　　社会福祉法人青葉仁会

　　　　　　　　　　　　理事長　榊原　典俊

ポンプ室 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 １０．９８

更衣室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 ５８．１７

便所 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 １２．２５
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位 置 図

旧六郷小学校 
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奈良市議案第１１７号

工事請負契約の締結について

　大和西大寺駅北口駅前広場整備工事について、次のとおり工事請負契約を締結するもの

とする。

　ただし、設計変更に伴い必要があるときは、請負金額の５パーセント以内において変更

することができる。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　契 約 の 目 的　　大和西大寺駅北口駅前広場整備工事

２　契 約 の 方 法　　一般競争入札

３　契 約 金 額　　５００，０６０，０００円

４　契約の相手方　　奈良市高天町３８番地の３

　　　　　　　　　　大和西大寺駅北口駅前広場整備工事

　　　　　　　　　　鹿島・三和特定建設工事共同企業体

　　　　　　　　　　　代表者　鹿島建設株式会社奈良営業所

　　　　　　　　　　　　　　　　所長　岡野　隆

　　　　　　　　　　　　　　　三和建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　小林　伸嘉
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大和西大寺駅北口駅前広場整備工事の概要

１．工事場所　　奈良市西大寺栄町地内他

２．工事規模　　駅前広場整備工事　　　　Ａ＝４，０００㎡

　　　　　　　　　構造物撤去工　　　　　一式

　　　　　　　　　道路土工　　　　　　　一式

　　　　　　　　　舗装工　　　　　　　　一式

　　　　　　　　　区画線工　　　　　　　一式

　　　　　　　　　縁石工　　　　　　　　一式

　　　　　　　　　雨水排水設備工　　　　一式

　　　　　　　　　電気設備工　　　　　　一式

　　　　　　　　　管理施設整備工　　　　一式

　　　　　　　　　サービス設備整備工　　一式

　　　　　　　　　電線共同溝工　　　　　一式

　　　　　　　　　仮設工　　　　　　　　一式

３．工　　期　　契約の日から令和４年３月３１日まで
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位 置 図

工事箇所
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奈良市議案第１１８号

工事請負契約の一部変更について

　ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業雨水調整池築造及び整備工事請負契約の一部を次の

ように変更するものとする。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　令和２年９月３０日に議決された奈良市議案第１１３号ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理�

事業雨水調整池築造及び整備工事の契約金額中「２９３，９２０，０００円」を「３１２，

６５９，０００円」に改める。

（参考）

　契約の相手方　　奈良市東紀寺町二丁目８番８号

　　　　　　　　　ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業雨水調整池築造及び整備工事

　　　　　　　　　奈良県緑化土木・廣岡建設特定建設工事共同企業体

　　　　　　　　　　代表者　奈良県緑化土木協同組合

　　　　　　　　　　　　　　　代表理事　野島　康江

　　　　　　　　　　　　　　廣岡建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　貫定　毅巳

　増　　　　額　　１８，７３９，０００円
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奈良市議案第１１９号

和解について

　本市が相手方に対してＪＲ奈良駅周辺土地区画整理事業における換地処分により提供し

た土地について、石炭燃え殻が地中に存在していることが判明したことから、相手方によ

り提起された国家賠償等を根拠とする損害賠償請求訴訟の控訴事件（本市及び相手方の双

方が控訴したもの。）について、次のとおり和解しようとするものである。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　相手方

　　　奈良市大森町５７番地の３

　　　奈良県農業協同組合代表理事　田中　稔之

２　和解の要旨

　⑴�　本市は、相手方に対し、本件解決金として、４，３００万円の支払義務があるこ

とを認める。

　⑵�　本市は、相手方に対し、前項の金員を、令和４年２月２８日限り、相手方指定の

口座に振り込んで支払う。ただし、振込手数料は本市の負担とする。

　⑶　相手方は、その余の請求を放棄する。

　⑷�　相手方及び本市は、相手方と本市との間には、本件に関し、和解条項に定めるも

ののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。

　⑸　訴訟費用は、第一、二審を通じて各自の負担とする。
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奈良市議案第１２０号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市横井町９２４番１１

　　　奈良市斎苑　旅立ちの杜
もり

２　指定管理者の所在地及び名称

　　奈良市高天町４３番地１

　　　株式会社まほろばの杜

　　　代表取締役　原田　徹雄

３　指定管理者の指定の期間

　　令和４年４月１日から令和１９年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　火葬場の事業の実施に関すること。

　　　①火葬に関すること。

　　　②遺体保管に関すること。

　　　③葬儀に係る施設の提供に関すること。

　　　④その他市長が必要と認める事業

　⑵　火葬場の使用許可及び使用制限に関すること。

　⑶　火葬場の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑷　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１２１号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市陰陽町７番地

　　　奈良町からくりおもちゃ館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　奈良市西木辻町２１７番地

　　　特定非営利活動法人からくりおもちゃ塾奈良町

　　　理事長　鎌田　道隆

３　指定管理者の指定の期間

　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良町からくりおもちゃ館条例第３条に規定する事業の実施に関すること。

　⑵　奈良町からくりおもちゃ館の利用制限に関すること。

　⑶　奈良町からくりおもちゃ館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑷　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１２２号

教育委員会の委員の任命について

　教育委員会の委員として、次の者を任命いたしたいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により議会の同意を求め

る。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　　　　　住　所　　

　　　　　　　氏　名　　川
かわ

　村
むら

　　由
ゆ

　加
か

　里
り

　　　　　　　　　　　　

－126－



履　　　歴　　　書

　　　　　　　氏　　名　　　川　村　　由　加　里

　　　　　　　生年月日　　　

　　　　　　　現 住 所　　　

学　　　　　　歴

　　　　　　　

職　　　　　　歴

　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　

－127－



奈良市議案第１２３号

公平委員会の委員の選任について

　公平委員会の委員のうち、奥田千昭氏は、令和３年１２月２４日付けをもって、その任

期が満了せられることに伴い、同氏を再び同委員会の委員として選任いたしたい。

　よって、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により議

会の同意を求める。

　　令和３年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　　　　　住　所　　

　　　　　　　氏　名　　奥
おく

　田
だ

　　千
ち

　昭
あき
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履　　　歴　　　書

　　　　　　　氏　　名　　　奥　田　　千　昭

　　　　　　　生年月日　　　

　　　　　　　現 住 所　　　

学　　　　　　歴

　　　　　　　 　　

職　　　　　　歴
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